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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底部に流動砂を充填して含水有機物質を有する被処理物を燃焼させる加圧流動炉と、該
加圧流動炉から排出される燃焼排ガスによって回動するタービンとタービンの回動に伴っ
て回動し圧縮空気を加圧流動炉に燃焼空気として供給するコンプレッサーを内装する過給
機と、前記加圧流動炉に燃焼空気を供給する起動用送風機と、前記加圧流動炉内を加熱す
る加熱手段とを備えた加圧流動炉システムの起動方法であって、
　前記起動用送風機を駆動して燃焼空気を加圧流動炉に供給し、
　前記加熱手段により前記流動砂を加熱して加圧流動炉のフリーボード部の温度を昇温し
、
　前記フリーボード部の温度が７５０～９００℃に昇温した後に、前記加圧流動炉に被処
理物を供給して燃焼排ガスを増加させ、
　前記過給機のタービンの供給口の燃焼排ガスの温度が５００～６５０℃に達した後に、
前記タービンの供給口とタービンの下流側を接続する流路に設けられたダンパを閉方向に
駆動し、前記燃焼排ガスによって前記過給機を駆動させて燃焼空気を加圧流動炉に供給し
た後に、前記起動用送風機を停止させる
　ことを特徴とする加圧流動炉システムの起動方法。
【請求項２】
　前記加圧流動炉に被処理物の燃焼に使用される燃焼空気よりも多くの燃焼空気を、前記
起動用送風機と過給機によって供給する請求項１記載の加圧流動炉システムの起動方法。
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【請求項３】
　前記加圧流動炉の炉内圧力が所定の時間一定となった場合に、前記被処理物の供給を開
始する請求項請求項１又は２記載の加圧流動炉システムの起動方法。
【請求項４】
　前記タービンに供給される燃焼排ガスが所定の温度となった後に、前記起動用送風機の
吐出側から前記コンプレッサー吸込側への流路から分岐して前記コンプレッサー吐出側の
流路との間に配置されたバイパス流路を閉塞し、前記起動用送風機から空気流路を介して
コンプレッサーの供給口に燃焼空気を供給する１～３のいずれか１項に記載の加圧流動炉
システムの起動方法。
【請求項５】
　前記被処理物を一定の割合で増加させながら加圧流動炉に供給する請求項１～４のいず
れか１項に記載の加圧流動炉システムの起動方法。
【請求項６】
　前記被処理物を階段的に増加させながら加圧流動炉に供給する請求項１～４のいずれか
１項に記載の加圧流動炉システムの起動方法。
【請求項７】
　前記加圧流動炉の定格処理量の２０～３０質量％の前記被処理物を供給し、
　前記過給機から供給される燃焼空気が定格容量の５０ｖｏｌ％以上になった後に、定格
処理量の４０～５０質量％の前記被処理物を供給する請求項６記載の加圧流動炉システム
の起動方法。
【請求項８】
　前記加圧流動炉は、前記加熱手段として底部に充填した流動砂を加熱する始動用バーナ
ーと補助燃料燃焼装置とを備え、
　前記流動砂を前記始動用バーナーによって６５０～７００℃に昇温した後に、前記流動
砂を前記補助燃料燃焼装置によって７５０～８５０℃に昇温させる請求項１～７のいずれ
か１項に記載の加圧流動炉システムの起動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下水汚泥、バイオマス、都市ゴミ等の被処理物を燃焼する加圧流動炉システ
ムの起動方法に関するものであり、より詳細には、加圧流動炉の底部に堆積した流動砂の
割れを防止して流動砂の交換頻度を低減し、流動砂の加熱に使用する補助燃料の消費を低
減する加圧流動炉システムの起動方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、下水汚泥、バイオマス、都市ゴミ等の被処理物を燃焼し、焼却炉から排出される
燃焼排ガスの持つエネルギーを有効に取り出すことに着目した焼却設備として、加圧流動
炉システムが知られている。加圧流動炉システムは、被処理物を燃焼させる加圧流動炉と
、加圧流動炉から排出される燃焼排ガスによって回動されるタービンとタービンの回動に
伴って回動され圧縮空気を供給するコンプレッサーを内装する過給機を有することを特徴
とするシステムである。加圧流動動炉システムでは、被処理物を燃焼させた際に生じる燃
焼排ガスによって過給機のタービンを駆動し、コンプレッサーから排出される圧縮空気に
よって被処理物の必要燃焼空気全量を供給する自立運転が可能となる。自立運転が可能と
なることで、従来、必要であった流動ブロワおよび誘引ファンが不要となり、ランニング
コストが低減することが知られている。
　この加圧流動炉システムの起動方法として、加圧流動炉の底部に充填した流動砂を約５
５０℃に加熱した後に、加圧流動炉の上部に配置されたウォータガンから流動砂に向けて
砂ろ過水を噴霧し、加圧流動炉で発生する燃焼排ガスを増加させ、加圧流動炉に燃焼空気
を供給する方法が提案されている（非特許文献１、特許文献１、２参照）。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】「第１８回廃棄物学会研究発表会講演論文集２００７」廃棄物学会、２
００７年１１月１日発行、ｐ５７９～５８１
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１７０７０４号公報
【特許文献２】特開２００８－２５９６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の加圧流動炉システムの起動方法は、加圧流動炉の昇温に伴い約５
５０℃に加熱された流動砂と炉内に噴霧された常温の水が接触することで、流動砂に割れ
が発生して小粒となるために、流動砂の消費量が増えるという虞があった。
　また、非特許文献１、特許文献１、２に記載された加圧流動炉システムの起動方法は、
自立運転完了まで排ガス温度および排ガス流量の維持のために重油、都市ガス等の補助燃
料を使用する必要があり、その消費が多いという虞があった。
【０００６】
　そこで、本発明の主たる課題は、かかる問題点を解消することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決した本発明及び作用効果は、次のとおりである。
　第１発明は、底部に流動砂を充填して含水有機物質を有する被処理物を燃焼させる加圧
流動炉と、該加圧流動炉から排出される燃焼排ガスによって回動するタービンとタービン
の回動に伴って回動し圧縮空気を加圧流動炉に燃焼空気として供給するコンプレッサーを
内装する過給機と、前記加圧流動炉に燃焼空気を供給する起動用送風機と、前記加圧流動
炉内を加熱する加熱手段とを備えた加圧流動炉システムの起動方法であって、
　前記起動用送風機を駆動して燃焼空気を加圧流動炉に供給し、
　前記加熱手段により前記流動砂を加熱して加圧流動炉のフリーボード部の温度を昇温し
、
　前記フリーボード部の温度が７５０～９００℃に昇温した後に、前記加圧流動炉に被処
理物を供給して燃焼排ガスを増加させ、
　前記過給機のタービンの供給口の燃焼排ガスの温度が５００～６５０℃に達した後に、
前記タービンの供給口とタービンの下流側を接続する流路に設けられたダンパを閉方向に
駆動し、前記燃焼排ガスによって前記過給機を駆動させて燃焼空気を加圧流動炉に供給し
た後に、前記起動用送風機を停止させることを特徴とする。
【０００８】
　（作用効果）
　加圧流動炉のフリーボード部の温度が７５０～９００℃に昇温した後に、過給機のター
ビンの供給口の燃焼排ガスの温度が５００～６５０℃に達した後に、前記タービンの供給
口とタービンの下流側を接続する流路に設けられたダンパを閉方向に駆動し、加圧流動炉
に被処理物を供給して燃焼排ガスを増加させ、燃焼排ガスによって過給機を駆動させて燃
焼空気を加圧流動炉に供給するので、ヒートショックによる流動砂の割れを抑制し、流動
砂の交換頻度を低減することができる。また、被処理物に内在された有機物質を燃焼させ
ることによって加圧流動炉に要求される重油、都市ガス等の補助燃料の消費を低減するこ
ともできる。さらに、加圧流動炉の急激な変動を抑制することができる。
【０００９】
　第２発明は、第１発明の構成において、前記加圧流動炉に被処理物の燃焼に使用される
燃焼空気よりも多くの燃焼空気を、前記起動用送風機と過給機によって供給することを特
徴とする。
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【００１０】
　（作用効果）
　加圧流動炉に被処理物の燃焼に使用される燃焼空気よりも多くの燃焼空気を、起動用送
風機と過給機によって供給するので、被処理物が完全燃焼し一酸化炭素等の有害物質の発
生を抑制することができる。
【００１１】
　第３発明は、第１又は２発明の構成において、前記加圧流動炉の炉内圧力が所定の時間
一定となった場合に、前記被処理物の供給を開始することを特徴とする。
【００１２】
　（作用効果）
　加圧流動炉内の圧力が所定の時間一定となった場合に、被処理物の供給を開始するので
、ウォータガンなどで燃焼排ガスを増量させることなく過給機の運転をより好適に開始す
ることができる。
【００１３】
　第４発明は、第１～３発明の構成において、前記タービンに供給される燃焼排ガスが所
定の温度となった後に、前記起動用送風機の吐出側から前記コンプレッサー吸込側への流
路から分岐して前記コンプレッサー吐出側の流路との間に配置されたバイパス流路を閉塞
し、前記起動用送風機から空気流路を介してコンプレッサーの供給口に燃焼空気を供給す
ることを特徴とする。
【００１４】
　（作用効果）
　過給機の供給口における燃焼排ガスが所定の温度となった後、起動用送風機から過給機
を介して加圧流動炉へ燃焼空気の供給を開始するので、ウォータガンなどで燃焼排ガスを
増量させることなく過給機の運転を開始することができる。
【００１５】
　第５発明は、第１～４発明の構成において、前記被処理物を一定の割合で増加させなが
ら加圧流動炉に供給することを特徴とする。
【００１６】
　（作用効果）
　被処理物を一定の割合で増加させながら加圧流動炉に供給するので、加圧流動炉の温度
の変動を抑制でき、安定して過給機の自立運転に移行することができる。
【００１７】
　第６発明は、第１～４発明の構成において、前記被処理物を階段的に増加させながら加
圧流動炉に供給することを特徴とする。
【００１８】
　（作用効果）
　被処理物を階段的に増加させながら加圧流動炉に供給するので、被処理物の供給方法を
簡易に行うことができ、被処理物の供給量の変動を抑制することができる。また、加圧流
動炉の温度の変動を抑制でき、安定して過給機の自立運転に移行することができる。
【００１９】
　第７発明は、第６発明の構成において、前記加圧流動炉の定格処理量の２０～３０質量
％の前記被処理物を供給し、
　前記過給機から供給される燃焼空気が定格容量の５０ｖｏｌ％以上になった後に、定格
処理量の４０～５０質量％の前記被処理物を供給することを特徴とする。
【００２０】
　（作用効果）
　加圧流動炉の定格処理量の２０～３０質量％の被処理物を加圧流動炉に供給しているの
で、被処理物の供給開始時に発生する流動砂の温度の降温を防止することができる。
　また、過給機から供給される燃焼空気を定格容量の５０ｖｏｌ％以上とした後に、定格
処理量の４０～５０質量％の被処理物を加圧流動炉に供給するので、加圧流動炉の温度の
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変動をより抑制でき、短時間で過給機の自立運転に移行することができる。
【００２１】
　第８発明は、第１～７発明の構成において、前記加圧流動炉は、加熱手段として底部に
充填した流動砂を加熱する始動用バーナーと補助燃料燃焼装置とを備え、
　前記流動砂を前記始動用バーナーによって６５０～７００℃に昇温した後に、前記流動
砂を前記補助燃料燃焼装置によって７５０～８５０℃に昇温させることを特徴とする。
【００２２】
　（作用効果）
　始動用バーナーで加圧流動炉の流動砂の表面部を加熱した後、補助燃料燃焼装置で流動
砂の中心部を加熱するので、流動砂を効率良く昇温でき、補助燃料の消費を抑制すること
ができる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上の発明によれば、過給機の自立運転前から被処理物を投入することが可能となるの
で低コストで流動砂の割れを抑制することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】加圧流動炉システムの説明図である。
【図２】図１の部分拡大図である。
【図３】図１の部分拡大図である。
【図４】図１の部分拡大図である。
【図５】本実施形態の起動方法のフローチャートである。
【図６】比較の起動方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の本実施形態について添付図面を参照しつつ詳説する。なお、理解を容易
にするため、便宜的に方向を示して説明しているが、これらにより構成が限定されるもの
ではない。
【００２６】
　加圧流動炉システム１は、図１に示すように、汚泥等の被処理物を貯留する貯留装置１
０と、貯留装置１０から供給された被処理物を燃焼する加圧流動炉２０と、加圧流動炉２
０から排出された燃焼排ガスによって加圧流動炉２０に供給する燃焼空気を加熱する空気
予熱器４０と、燃焼排ガス中の粉塵等を除去する集塵機５０と、燃焼排ガスによって駆動
され加圧流動炉２０に燃焼空気を供給する過給機６０と、過給機６０から排出された燃焼
排ガスによって排煙処理塔８０に供給する白煙防止用空気を加熱する白煙防止用予熱器７
０と、燃焼排ガス内の不純物を除去する排煙処理塔８０を備えている。
【００２７】
　（貯留装置）
　貯留装置１０に貯留される被処理物は、主に含水率を７０～８５％質量に脱水処理され
た下水汚泥であり、被処理物には、燃焼可能な有機物が含有されている。なお、被処理物
は、含水有機物であれば下水汚泥に制限されることはなく、バイオマス、都市ゴミ等であ
っても良い。
【００２８】
　貯留装置１０の下部には、所定量の被処理物を加圧流動炉２０に供給する定量フィーダ
１１が配置され、定量フィーダ１１の下流側には、被処理物を加圧流動炉２０に圧送する
投入ポンプ１２が設けられている。なお、投入ポンプ１２としては、一軸ネジ式ポンプ、
ピストンポンプ等が使用できる。
【００２９】
　（加圧流動炉）
　加圧流動炉２０は、流動媒体として所定の粒径を有する、流動砂等の固体粒子が炉内の
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下部に充填された燃焼炉であり、炉内に供給される燃焼空気によって流動層（以下、砂層
という。）の流動状態を維持しつつ、外部から供給される被処理物および必要に応じて供
給される補助燃料を燃焼させるものである。加圧流動炉２０は、加熱手段として補助燃料
燃焼装置２１、始動用バーナー２２の少なくとも１つを備えている。　図１、図２に示す
ように、一側の側壁の下部には、加圧流動炉２０の内部に充填された粒径約４００～６０
０μｍの流動砂を加熱する補助燃料燃焼装置２１が配置され、補助燃料燃焼装置２１の上
側近傍の部位には、始動時に流動砂を加熱する始動用バーナー２２が配置され、始動用バ
ーナー２２の上側の部位には、被処理物の供給口１３Ｂが設けられている。また、加圧流
動炉２０の上部には、燃焼排ガスを冷却するためのウォータガン２３が配置され、必要に
応じ冷却水を炉内に噴霧することができる。
【００３０】
　補助燃料燃焼装置２１は、加圧流動炉２０に充填された流動砂を加熱するために、燃焼
空気供給管（分散管）２４の上側に配置されている。また、補助燃料燃焼装置２１は、燃
焼空気供給管２４と同様に複数本が並列に配置されている。補助燃料燃焼装置２１は、炉
外に設置された補助燃料供給装置２９から都市ガスや重油等の補助燃料が供給されている
。なお、補助燃料燃焼装置２１として、ガスガンやオイルガンを使用することもできる。
【００３１】
　始動用バーナー２２は、始動時に流動砂の上面を加熱するために、加圧流動炉２０の中
心部に向かって立下がり傾斜して配置されている。なお、補助燃料燃焼装置２１と同様に
、始動用バーナー２２には、炉外の補助燃料供給装置２９から補助燃料が供給されている
。また、始動用バーナー２２の燃焼空気は、配管９６を介して起動用送風機６５の発生し
た送風空気が使用される。
【００３２】
　加圧流動炉２０の他側の側壁の下部には、加圧流動炉２０の内部に燃焼空気を供給する
燃焼空気供給管２４が配置されている。加圧流動炉２０の上部の細径化された側壁には、
補助燃料、被処理物等の燃焼によって発生した燃焼ガスや、砂ろ過水、被処理物に内在す
る水等が加熱されることで生じた水蒸気などを炉外に排出する排出口９０Ａが形成されて
いる。なお、本発明では、燃焼ガス、又は燃焼ガスと水蒸気が混合したガスを燃焼排ガス
という。
【００３３】
　燃焼空気供給管２４は、補助燃料燃焼装置２１から供給された補助燃料に均等に燃焼空
気を供給するために、補助燃料燃焼装置２１の下側に配置される。
　加圧流動炉２０の側壁には、炉内温度を測定するための温度センサ（図示省略）が高さ
方向にそって所定間隔で複数設置されている。設置個所は、砂層およびフリーボード部で
あり、それぞれ２箇所から３箇所、計４～６箇所となる。温度センサとしては、熱電対等
を使用することが出来る。ここで、フリーボード部とは、加圧流動層燃焼炉１１の内部に
おいて砂層の上層部を指す。これら温度センサは、それぞれの設置位置における炉内温度
を示す電気信号を制御装置（図示省略）に出力する。
【００３４】
　（空気予熱器）
　空気予熱器４０は、加圧流動炉２０の後段に設置され、加圧流動炉２０から排出された
燃焼排ガスと燃焼空気とを間接的に熱交換することにより、燃焼空気を所定の温度まで昇
温する機器である。
　空気予熱器４０は、図１、図３に示すように、一側の側壁の上部には、加圧流動炉２０
からの燃焼排ガスの供給口９０Ｂが形成され、供給口９０Ｂの下側近傍部位には、燃焼空
気を空気予熱器４０から排出する排出口９１Ａが形成されている。また、燃焼排ガスの供
給口９０Ｂは、配管９０を介して加圧流動炉２０の排出口９０Ａに接続され、燃焼空気の
排出口９１Ａは、配管９１を介して加圧流動炉２０の燃焼空気供給管２４の後部に接続さ
れている。
【００３５】
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　空気予熱器４０の他側の下部には、燃焼排ガスを空気予熱器４０から排出する排出口９
２Ａが形成され、排出口９２Ａの上側近傍の部位には、燃焼空気を機器内に供給する供給
口９５Ｂが形成されている。空気予熱器としては、シェルアンドチューブ式熱交換器が好
ましい。
【００３６】
　（集塵機）
　集塵機５０は、空気予熱器４０の後段に設けられており、空気予熱器４０から送出され
る燃焼排ガスに含まれるダスト、細粒化された流動砂等の不純物を除去する機器である。
　集塵機５０に内装されるフィルタとしては、例えばセラミックフィルタやバグフィルタ
を用いることができ、集塵機５０は、一側の側壁の下部には、燃焼排ガスを機器内に供給
する供給口９２Ｂが形成され、上部には、不純物等が取除かれた清浄な燃焼排ガスを機器
外に排出する排出口９３Ａが形成されている。また、燃焼排ガスの供給口９２Ｂは、配管
９２を介して空気予熱器４０の燃焼排ガスの排出口９２Ａに接続されている。
【００３７】
　集塵機５０内には、下部に形成された供給口９２Ｂと上部に形成された排出口９３Ａの
上下方向に間の部位にバフィルタ（図示省略）が内装されている。フィルタで取除かれた
燃焼排ガス中の不純物等は、集塵機５０内の底部に一時的に貯留された後、定期的に外部
に排出される。
【００３８】
　（過給機）
　過給機６０は、集塵機５０の後段に設けられており、集塵機５０から送出される燃焼排
ガスによって回動されるタービン６１と、タービン６１の回動を伝達する軸６３と、軸６
３によって回動を伝達されることによって圧縮空気を生成するコンプレッサー６２とから
構成されている。生成された圧縮空気は、燃焼空気として加圧流動炉２０へ供給される。
　過給機６０のタービン６１側の側壁の下部（軸６３と直交する部位）には、集塵機５０
によって不純物が除去された清浄な燃焼排ガスを機器内に供給する供給口９３Ｂが形成さ
れ、タービン６１側の側壁の下流側（軸６３と平行する部位）には、燃焼排ガスを機器外
に排出する排出口９７Ａが形成されている。また、燃焼排ガスの供給口９３Ｂは、配管９
３を介して集塵機５０の排出口９３Ａに接続されている。なお、配管９３には燃焼排ガス
温度を測定する温度測定手段９３Ｄが設置される。
【００３９】
　過給機６０のコンプレッサー６２側の側壁の上流側（軸６３と平行する部位）には、空
気を機器内に吸気する供給口６７Ｂが形成され、タービン６１側の側壁の上側（軸６３と
直交する部位）には、吸気された空気を０．０５～０．３ＭＰａに昇圧した圧縮空気を機
器外に排出する排出口９４Ａが形成されている。また、外気の供給口６７Ｂは、配管１６
、６７を介して、空気を吸気する。また、配管６６，６７を介して始動時に加圧流動炉２
０に燃焼空気を供給する起動用送風機６５とも接続される。また、配管６７には、配管内
の圧力を測定する圧力測定手段６７Ｃが設置されている。一方、圧縮空気の排出口９４Ａ
は、配管９４、９５を介して空気予熱器４０の供給口９５Ｂと、配管９４、９６を介して
加圧流動炉２０の始動用バーナー２２の後部に接続されている。
【００４０】
　（起動用送風機）
　起動用送風機６５は、加圧流動炉システム１の始動時に、加圧流動炉２０の流動空気お
よび、始動用バーナー２２に燃焼空気を供給する機器である。また、起動用送風機６５は
、貯留装置１０からの被処理物の供給の中断等によって、加圧流動炉２０で発生する水蒸
気が低減し、過給機６０のタービン６１の回転数が低回転になり、コンプレッサー６２に
よる外気の吸気が低減した場合に、強制的にコンプレッサー６２に外気を供給する機能を
併せ持っている。
　起動ブロア６５は、配管６６、６８を介して、コンプレッサー６２の吐出側配管９４と
接続される。さらに配管９４、９６を介して加圧流動炉２０に配置された始動用バーナー
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２２の後部に接続され、配管９４、９５を介して空気予熱器４０の燃焼空気の供給口９５
Ｂに接続され、配管６６、６７を介して過給機６０のコンプレッサー６２の供給口６７Ｂ
に接続されている。
【００４１】
　バイパス流路である配管６８の中間部には、配管６８の、起動用送風機６５から見て配
管６７との接続点から遠い部位の連通を行うダンパ６８Ｃが配置されている。ダンパ６８
Ｃは、加圧流動炉２０の始動時（始動用バーナー２２の着火時）から加圧流動炉２０の昇
温が完了するまで配管６８を連通し、加圧流動炉２０の昇温完了後に、配管６８を遮断す
る。すなわち、加圧流動炉２０の始動時から昇温中は、起動用送風機６５によって発生さ
れた空気を、加圧流動炉２０に設けられた始動用バーナー２２へ配管９６を介して始動用
バーナー燃焼空気として供給し，さらに、配管９５及び空気予熱器４０を介して燃焼空気
供給管２４に燃焼空気を供給し、且つ閉じられていない空気流路である配管６７を介して
過給機６０のコンプレッサー６２側にも燃焼空気を供給し、加圧流動炉２０の昇温が完了
後は、ダンパ６８Ｃの閉鎖により、コンプレッサー６２を通過した空気のみが、空気予熱
器４０を介して加圧流動炉２０の燃焼空気供給管２４に燃焼空気として供給される。
【００４２】
　（白煙防止用予熱器）
　白煙防止用予熱器７０は、煙突８７から外部に排出される燃焼排ガスの白煙を防止する
ために、過給機６０から排出された燃焼排ガスと白煙防止ファンから供給される白煙防止
用空気とを間接的に熱交換する機器である。熱交換処理により、燃焼排ガスは冷却される
とともに白煙防止用空気は昇温される。白煙防止用予熱器７０によって熱交換され冷却さ
れた燃焼排ガスは、後段の排煙処理塔８０に送出される。白煙防止用予熱器７０としてシ
ェルアンドチューブ式熱交換器やプレート式熱交換器等を用いることができる。
【００４３】
　（排煙処理塔）
　排煙処理塔８０は、機器外に燃焼排ガスに含まれる不純物等の排出を防止する機器であ
り、排煙処理塔８０の上部には煙突８７が配置されている。
　排煙処理塔８０は、図１、図４に示すように、一側の側壁の下部には、白煙防止用予熱
器７０から排出された燃焼排ガスを機器内に供給する供給口９８Ｂが形成され、煙突８７
の一側の側壁の下部には、白煙防止用予熱器７０から排ガスと熱交換され温まって排出さ
れた白煙防止用空気を煙突８７内に供給する供給口９９Ｂが形成されている。また、燃焼
排ガスの供給口９８Ｂは、配管９８を介して白煙防止用予熱器７０の下部に形成された燃
焼排ガスの排出口９８Ａに接続され、白煙防止用空気の供給口９９Ｂは、配管９９を介し
て白煙防止用予熱器７０の上部に形成された白煙防止用空気の排出９９Ａに接続されてい
る。
　白煙防止用予熱器７０の白煙防止用空気は、白煙防止用空気送風機１０１により配管１
０３を介して白煙防止用予熱器７０に供給され、間接的に燃焼排ガスと熱交換されて、排
出口９９Ａから暖められて排出される。煙突８７では、湿潤で空気中凝結して霧状になり
がちな出口の燃焼排ガスに、暖められて乾いた白煙防止用空気を供給口９９Ｂで混合して
、燃焼排ガスの相対湿度を低下させることで白煙防止を図る。
【００４４】
　排煙処理塔８０の他側の側壁の上部には、外部から供給される水を機器内に噴霧する噴
霧管８４が配置され、中間部と、下部には、それぞれ、循環ポンプ８３を介して排煙処理
塔８０の底部に貯留された苛性ソーダが含有された苛性ソーダ水を機器内に噴霧する噴霧
管８５が配置されている。また、排煙処理塔８０に貯留された苛性ソーダ水は、図示しな
い苛性ソーダポンプを介して図示しない苛性ソーダタンクから供給され、常時適正量に維
持されている。
【００４５】
　排煙処理塔８０に供給された燃焼排ガスは、不純物等を除去されたのち白煙防止用空気
と混合され、煙突８７から外部に排出される。
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【００４６】
　次に、加圧流動炉システムの起動方法を説明する。
【００４７】
　（加圧流動炉システムの起動方法）
　本実施形態の加圧流動炉システム１の起動方法を図５に基づいて説明する。本起動方法
は、ウォータガン２３から噴霧される水により、流動砂が急冷され、割れることを防止す
る起動方法である。
　外気を吸気する起動用送風機６５を起動し、起動用送風機６５から始動用バーナー２２
に燃焼空気を供給する。起動用送風機６５から排出された燃焼空気は、配管６６、６８、
９６を介して始動用バーナー２２の後部に供給される。なお、配管６６に配置されている
ダンパ６６Ｃは、制御装置と接続され、起動用送風機６５が動作する際は開放されて配管
６６は連通する。また、配管６８に配置されている、起動用送風機６５から見て配管６７
との接続点から遠い部位の連通を行うダンパ６８Ｃは、制御装置と接続され配管６８は連
通する。このとき、起動用送風機６５から排出された燃焼空気の一部が、過給機６０のコ
ンプレッサー６２、配管９４を介して始動用バーナー２２に供給されることもあるが、起
動用送風機６５から排出された半分以上の燃焼空気が、コンプレッサー６２を介すること
なく始動用バーナー２２に供給されれば良い。
【００４８】
　炉外に配置された補助燃料供給装置２９を起動し、補助燃料供給装置２９から始動用バ
ーナー２２に重油、都市ガス等の補助燃料を供給する。補助燃料供給装置２９から排出さ
れた補助燃料は、配管３０、３１を介して始動用バーナー２２の後部に供給される。なお
、配管３１に配置されている流量調整バルブ３１Ｃは、制御装置（図示省略）と接続され
ており補助燃料の流量（供給量）を調整する。
【００４９】
　始動用バーナー２２に供給された燃焼空気と補助燃料は、始動用バーナー２２で混合さ
れ、燃焼し、始動用バーナー２２の先部の排出口から熱風を噴出する。始動用バーナー２
２から噴出された熱風は、加圧流動炉２０の底部に充填された流動砂の上面に向かって噴
出され、砂層の温度を約６５０～７００℃に昇温させる。
【００５０】
　次に、引続いて起動用送風機６５から燃焼空気供給管２４に燃焼空気を供給する。起動
用送風機６５から排出された燃焼空気は、配管６６、６８、９６、９５、空気予熱器４０
、配管９１を介して燃焼空気供給管２４の後部に供給される。なお、配管９５に配置され
ている流量調整バルブ９５Ｃは、制御装置と接続され配管９５は適当な流量を流すよう連
通される。このとき、起動用送風機６５から排出された燃焼空気の一部が、過給機６０の
コンプレッサー６２、配管９４を介して燃焼空気供給管２４に供給されることもあるが、
起動用送風機６５から排出された半数以上の燃焼空気が、コンプレッサー６２を介さずに
燃焼空気供給管２４に供給されれば良い。
【００５１】
　補助燃料供給装置２９から補助燃料燃焼装置２１に補助燃料を供給する。補助燃料供給
装置２９から排出された補助燃料は、配管３０、３２を介して補助燃料燃焼装置２１の後
部に供給される。なお、配管３１に配置されている流量調整バルブ３２Ｃは、制御装置（
図示省略）によって制御され補助燃料の流量（供給量）を調整する。
【００５２】
　燃焼空気供給管２４に供給された燃焼空気は、燃焼空気供給管２４の先部の孔から流動
砂の充填層に排出され、補助燃料燃焼装置２１に供給された補助燃料は、補助燃料燃焼装
置２１の先部の孔から流動砂の充填層に排出され、流動砂の空隙内で燃焼空気と補助燃料
は混合され、燃焼し、熱風を発生し、流動砂の温度を７５０～８５０℃に昇温させる。ま
た、加圧流動炉２０のフリーボード温度（加圧流動炉２０内の上部の温度）は、流動砂の
昇温に対応して昇温し、約８５０℃に昇温される。加圧流動炉２０から排出された燃焼排
ガスは、配管９０を介して、空気予熱器４０に供給され、その後、集塵機５０を通過する
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。集塵機５０から排出された燃焼排ガスは、配管９３Ｃを介して排煙処理塔８０へ供給さ
れたのち、煙突８７から外部へ排出される。このとき、燃焼排ガスの一部が、過給機６０
のタービン６１に供給されても良い。
【００５３】
　次に、流動砂の空隙内で燃焼空気供給管２４から供給された燃焼空気と補助燃料燃焼装
置２１に供給された補助燃料による燃焼が安定した後に、始動用バーナー２２の燃焼を停
止する。すなわち、配管９６のダンパ９６Ｃを制御装置と非接続にして配管９６を閉塞し
て燃焼空気の供給を停止し、配管３１の流量調整バルブ３１Ｃを閉塞して補助燃料の供給
を停止する。
【００５４】
　加圧流動炉２０内のフリーボード部の温度が約７５０～９００℃に昇温した後、燃焼空
気流量及び炉内圧力が１～１０秒程度の間、一定となった場合に、定量フィーダ１１と投
入ポンプ１２を起動し、加圧流動炉２０の供給口１３Ｂから加圧流動炉２０内に被処理物
を供給する。加圧流動炉２０内に供給された被処理物に含有された有機物質は、燃焼し燃
焼ガスを発生し、被処理物に含有された水分は、加圧流動炉２０内の上部、あるいは流動
砂と接触して沸騰し、水蒸気を発生する。
　このように加圧流動炉２０へ供給される燃焼空気の流量、炉内圧力等の炉内の条件が一
定となったことを条件に、被処理物の供給を開始することにより、炉内状態の急激に変動
することを抑制することが出来る。
【００５５】
　被処理物の供給量は、加圧流動炉２０の定格処理量の２０～３０％にするのが好適であ
る。定格処理量の２０％未満であると、発生する燃焼排ガス量が少量であり、過給機６０
が自立運転に移行する時間が長時間となる。また、供給量が定格処理量の３０％超である
と、被処理物に含有された水により流動砂が割れ、小粒化を十分に防止することができな
い。ここで定格処理量とは、過給機６０が自立運転中に供給口１３Ｂから加圧流動炉２０
に供給される被処理物の質量をいう。
【００５６】
　過給機６０の燃焼排ガスの供給口９３Ｂの近傍の配管９３に設置した温度測定手段９３
Ｄによって検出される燃焼排ガス温度が、５００～６５０℃に達すると、配管９３Ｃに設
置されたダンパを閉方向に駆動させ、燃焼排ガスを過給機６０のタービン６１に供給し、
タービン６１を回動させる。一方、過給機６０のコンプレッサー６２は、タービン６１の
回動に伴って回動を開始する。　　　
【００５７】
　次に、タービン６１の回動の開始に伴い、起動用送風機６５からコンプレッサー６２に
燃焼空気を供給する。起動用送風機６５から排出される燃焼空気は、配管６６、６７を介
してコンプレッサー６２に供給される。また、配管１６、６６、６７を介して、外気を燃
焼空気としてコンプレッサー６２に供給可能となっている。供給された燃焼空気はコンプ
レッサー６２によって０．０５～０．３Ｍｐａに昇圧された後に、配管９４、９６、９５
、空気予熱器４０、配管９１を介して燃焼空気供給管２４の後部に供給される。なお、バ
イパス流路である配管６８に配置されているダンパ６８Ｃは閉塞する。このように、バイ
パス流路である配管６８を閉鎖することで、起動用送風機６５から排出される燃焼空気は
、その全量を空気流路をなす配管６７を介してコンプレッサー６２に供給される。
【００５８】
　次に、過給機６０のコンプレッサー６２から排出された燃焼空気が、定格容量の５０％
以上になった後に、加圧流動炉２０の供給口１３Ｂから加圧流動炉２０内に定格処理量を
下回る量の被処理物を供給する。その供給量は、定格処理量の４０～５０％であることが
好ましい。加圧流動炉２０内に供給する被処理物を定格処理量の４０～５０％にすること
によって、被処理物から発生する燃焼排ガス、水蒸気の量が多くなり、過給機６０から排
出される燃焼空気量を比較的短時間で増やすことができる。ここで定格容量とは、加圧焼
却炉２０で定格処理量の処理物を燃焼させるときに必要な燃焼空気量をいう。
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【００５９】
　被処理物の供給量が定格処理量の４０％未満であると、発生する燃焼排ガスが少量であ
り、過給機６０から排出される燃焼空気量が所定量に増えるまでに要する時間が長くなる
。また、供給量が定格処理量の５０％超であると、被処理物に含有された水により加圧流
動炉２０内の流動砂の温度を一定に維持するのが困難となる。
【００６０】
　被処理物が供給され、燃焼排ガスが増加し、過給機６０の回転数が増えると、コンプレ
ッサー６２が吸引できる空気量が増える。そこで、配管１６、６６、６７を介して過給機
６０のコンプレッサー６２に供給される燃焼空気量を増やしつつ、起動用送風機６５から
供給する燃焼空気量を減少させる。燃焼空気量の調整は、送風機の回転数を低下させても
良いし、ダンパ６６Ｃ開度を調整しても良い。その後、配管６７に設置した圧力検出手段
６７Ｃにより測定された圧力が大気圧より低くなった場合に、起動用送風機６５を停止す
る。この結果、加圧流動炉システム１は、燃焼排ガスによってタービン６１を駆動し、コ
ンプレッサー６２から排出される圧縮空気により被処理物の必要燃焼空気量を全量供給す
る自立運転となる。
【００６１】
　次に、過給機６０のコンプレッサー６２から排出される燃焼空気が、定格容量の８５％
以上になった後、加圧流動炉２０内に定格処理量の被処理物を供給する。また、燃焼空気
が定格容量の８５％以上になった後に、被処理物の供給量を定格処理量にすることにより
、加圧流動炉２０内の温度変化、圧力変化を抑制し、加圧流動炉２０内の燃焼状態、燃焼
排ガスの排出量を安定させることができる。
　なお、他の実施形態として、起動用送風機６５の停止条件を、配管６７に設置した圧力
検出手段６７Ｃにより測定された圧力が大気圧より低くなった場合としつつも、直ちに停
止せず、過給機６０のコンプレッサー６２から排出される燃焼空気が、定格容量の８５％
以上になった後、加圧流動炉２０内に定格処理量の被処理物を供給した後に、起動用送風
機６５を停止することも可能である。
【００６２】
　（加圧流動炉システムの他の起動方法）
　次に、比較例として加圧流動炉システム１の他の起動方法について図６に基づいて説明
する。なお、加圧流動炉２０のフリーボード温度が約８５０℃に昇温し、始動用バーナー
２２の燃焼を停止する迄の起動方法は、前述した起動方法と同一手段を採用しているので
重複する説明を省略する。　　
【００６３】
　フリーボード部の温度が約８５０℃に昇温した後に、砂ろ過水ポンプ（図示せず）を起
動し、砂ろ過水ポンプからウォータガン２３に水を供給する。ウォータガン２３に供給さ
れた水は、ウォータガン２３から流動砂に向けて噴霧され、加圧流動炉２０内のフリーボ
ード部、あるいは流動砂と接触して沸騰し、水蒸気を発生する。
【００６４】
　加圧流動炉２０内の燃焼空気と補助燃料の燃焼により発生した燃焼排ガスと、水の沸騰
により発生した水蒸気が混合した燃焼排ガスは、配管９０、空気予熱器４０、配管９２、
集塵機５０、配管９３を介して過給機６０のタービン６１に供給され、タービン６１を回
動させる。一方、過給機６０のコンプレッサー６２は、タービン６１の回動に伴って回動
を開始する。
【００６５】
　次に、タービン６１の回動の開始に伴い、起動用送風機６５からコンプレッサー６２に
燃焼空気を供給する。起動用送風機６５から排出される燃焼空気は、配管６６、６７を介
してコンプレッサー６２に供給され、コンプレッサー６２によって０．０５～０．３ＭＰ
ａに昇圧された後に、配管９４、９６、９５、空気予熱器４０、配管９１を介して燃焼空
気供給管２４の後部に供給される。なお、配管６８に配置されているダンパ６８Ｃは閉塞
する。
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　次に、燃焼排ガスの増加によってコンプレッサー６２が外部から吸引する空気量が増え
、コンプレッサー６２被処理物の燃焼に必要な量に達したあと、起動用送風機６５を停止
する。
【００６７】
　次に、貯留装置１０の定量フィーダ１１と投入ポンプ１２を起動し、加圧流動炉２０の
供給口１３Ｂから加圧流動炉２０内に被処理物を供給する。その後、ウォータガン２３へ
の砂ろ過水の供給を停止する。
【００６８】
　他の起動方法によって起動させた場合、流動砂に割れが確認されたが、前述した本起動
方法によって起動させた場合には、流動砂の割れは確認できなかった。
【符号の説明】
【００６９】
１　　　　加圧流動炉システム
１０　　　貯留装置
１１　　　定量フィーダ
１２　　　投入ポンプ
２０　　　加圧流動炉
２１　　　補助燃料燃焼装置
２２　　　始動用バーナー
２４　　　燃焼空気供給管
２９　　　補助燃料供給装置
４０　　　空気予熱器　　
５０　　　集塵機
６０　　　過給機
６１　　　タービン
６２　　　コンプレッサー
６５　　　起動用送風機
７０　　　白煙防止用予熱器
８０　　　排煙処理塔
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